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令和 2 年度第 3 次補正予算における「子供の運動遊び定着のための官民

連携推進事業」に対する補助について（案） 

 

 

１.目的 

 コロナ禍による外出自粛の影響により、失われた子供の体力は一朝一

夕では取り戻すことは困難である。特にゴールデンエイジといわれる小

学校時代の成長期に一定程度の運動習慣を身につけないとその後の成長

にも多大な影響を及ぼすことが懸念される。また、運動・スポーツには

ストレスを解消する効果もあり、コロナ禍における子供たちの健全な心

身の成長に必要不可欠なものであることから、学校だけではなく、地域

の各種関係団体の協力の下、子供たちの運動・スポーツの再開を支援し、

機会を創出することにより、地域の好循環の実現を図る。 

 

２.内容 

  交付対象団体は、下記１団体 

 

（１）公益財団法人日本スポーツ協会 

   各都道府県の実情に合わせ、自治体、スポーツ関連団体、民間企

業等の連携のもと推進プロジェクトを設置し、各団体の持つスキー

ムを活用し、持続可能な子供の運動習慣の定着に資する取組につい

て補助するもの。 

   ①機運醸成のための取組 

・全国運動遊びキャンペーン 

・HP を活用した発信 

・普及イベント 

   ②各都道府県の実情に応じた推進プロジェクトで検討し実施 

・継続可能な事業展開の検証 

・指導者や保護者への普及 

・民間企業との連携（指導者の派遣等）等 

 

（２）金額 

 

単位：千円
No 団体名 交付決定額

1 公益財団法人日本スポーツ協会 298,281
合計 298,281



子供が安心・安全に楽しく気軽に運動・スポーツに親しめる機会を創出し、地域の好循環の実現を図る

目的

具体的な事業内容

子供の運動遊び定着のための官民連携推進事業

国、自治体、民間の力を集結し、全国的に運動遊びを普及する「運動遊び定着のための官民連携推
進プロジェクト」を実施

運動遊び定着のための官民連携推進プロジェクト

コロナ禍による外出自粛の影響により、失われた子供の体力は一朝一夕では取り戻すことは困難である。特にゴールデンエイジといわれる小学校
時代の成長期に一定程度の運動習慣を身につけないとその後の成長にも多大な影響を及ぼすことが懸念される。また、運動・スポーツにはストレ
スを解消する効果もあり、コロナ禍における子供たちの健全な心身の成長に必要不可欠なものであることから、学校だけではなく、地域の各種関
係団体の協力の下、子供たちの運動・スポーツの再開を支援し、機会を創出することにより、地域の好循環の実現を図る。

各都道府県の実情に合わせ、自治体、スポーツ関連団体、民間企業等の連携のもと推進プロジェクトを設置し、各
団体の持つスキームを活用し、持続可能な子供の運動習慣の定着に資する取組を推進する。

（新規）
令和2年度3次補正予算額： 3億円
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各都道府県の実情に応じた推進プロジェクトで検討し実施
・継続可能な事業展開の検証
・指導者や保護者への普及
・民間企業との連携（指導者の派遣等）
その他
・公園等にプレイリーダー（運動遊びを教える人材）を配置
・ICTを活用したオンライン開催 など

推進プロジェクト本部
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（参考） 
参 照 条 文 

 
○スポーツ基本法（平成二十三年法律第七十八号）（抄） 
 
 （スポーツ基本計画） 
第九条 （略） 
２ 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あ

らかじめ、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定す

る機関をいう。以下同じ。）で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 
３ （略） 
 （国の補助）  
第三十三条 （略） 
２ （略） 
３ 国は、スポーツ団体であってその行う事業が我が国のスポーツの振興に重要な意義を

有すると認められるものに対し、当該事業に関し必要な経費について、予算の範囲内に

おいて、その一部を補助することができる。  
 （審議会等への諮問等）  
第三十五条 国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会教育関

係団体（社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第十条に規定する社会教育関係団

体をいう。）であるスポーツ団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじ

め、国にあっては文部科学大臣が第九条第二項の政令で定める審議会等の、地方公共団

体にあっては教育委員会（特定地方公共団体におけるスポーツに関する事務（学校にお

ける体育に関する事務を除く。）に係る補助金の交付については、その長）がスポーツ

推進審議会等その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。この意見を聴いた

場合においては、同法第十三条の規定による意見を聴くことを要しない。  
 
○社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）（抄） 
 
 （社会教育関係団体の定義） 
第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に

属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。 
 
○スポーツ基本法施行令（平成二十三年政令第二百三十二号）（抄） 
 
 （審議会等で政令で定めるもの）  
第一条 スポーツ基本法（以下「法」という。）第九条第二項の審議会等で政令で定める

ものは、スポーツ審議会とする。 
  
 
 
 



○文部科学省組織令（平成十二年政令第二百五十一号）（抄） 
 
 （スポーツ審議会）  
第九十二条 スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。 
２ スポーツ審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 
 一～二 （略） 
 三 スポーツ基本法（平成二十三年法律第七十八号）、スポーツ振興投票の実施等に関

する法律（平成十年法律第六十三号）第三十一条第三項及び独立行政法人日本スポー

ツ振興センター法（平成十四年法律第百六十二号）第二十一条第二項の規定に基づき

その権限に属させられた事項を処理すること。 
３ （略） 
 

 


